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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズの予定結像面近傍に配置されるとともに、第１および第２の焦点検出領域に
対応した複数の視野開口を備える視野マスクと、
　前記視野マスクの前記複数の視野開口を透過した光束をそれぞれ集光する複数のレンズ
部を備えるコンデンサーレンズと、
　前記複数の視野開口のそれぞれを透過した光束を、前記撮影レンズの射出瞳の異なる領
域を透過した一対の光束に分割する複数の絞り開口を備える絞りマスクと、
　前記複数の視野開口の像を受光手段上に結像させる複数の再結像レンズ部を備える再結
像光学系とを有する焦点検出装置において、
　前記第１と第２の焦点検出領域の中心を結ぶ線上とは異なる位置に、クロス状の視野開
口を持つ焦点検出領域をさらに有し、
　前記クロス状の視野開口のうちの一方の矩形の視野開口を透過する像は前記第１の焦点
検出領域に対応した絞り開口と再結像レンズ部を、他方の矩形の視野開口を透過する像は
前記第２の焦点検出領域に対応した絞り開口と再結像レンズ部を用いることを特徴とする
焦点検出装置。
【請求項２】
　前記焦点検出領域は、すべてクロス状の視野開口を持つことを特徴とする請求項１に記
載の焦点検出装置。
【請求項３】



(2) JP 4366764 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

　前記焦点検出装置は、前記クロス状の視野開口が前記第１および第２の焦点検出領域に
対応した視野開口に対して傾斜した傾斜部を有することを特徴とする請求項１または２に
記載の焦点検出装置。
【請求項４】
　撮影レンズによる像面内の互いに異なる位置に設定された第１から第３の焦点検出領域
に対応した第１から第３の視野開口を備える視野マスクと、
　前記視野マスクより前記撮影レンズの像側に配置され、前記第１の視野開口を通過した
光束を前記撮影レンズの異なる領域を透過した一対の光束に分割する第１の絞り開口対と
、前記第２の視野開口を通過した光束を前記撮影レンズの異なる領域を透過した一対の光
束に分割する第２の絞り開口対とを備える絞りマスクと、
　前記絞りマスクより前記撮影レンズの像側に配置され、前記第１の絞り開口対によって
分割された一対の光束による像を受光手段上に結像させる第１の再結像レンズ対と、前記
第２の絞り開口対によって分割された一対の光束による像を前記受光手段上に結像させる
第２の再結像レンズ対とを備える再結像光学系とを有し、
　前記受光手段は、前記第１の絞り開口対のうちの一方の開口および前記第１の再結像レ
ンズ対のうちの一方のレンズを介して前記第３の視野開口を通過した光束を受光する第１
の受光部と、前記第２の絞り開口対のうちの一方の開口および前記第２の再結像レンズ対
のうちの一方のレンズを介して前記第３の視野開口を通過した光束を受光する第２の受光
部とを備えることを特徴とする焦点検出装置。
【請求項５】
　前記焦点検出装置は、前記第１の視野開口と前記第２の視野開口が互いに交差して設け
られ、
　前記第３の視野開口が前記第１および第２の視野開口に対して傾斜していることを特徴
とする請求項４に記載の焦点検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は一眼レフカメラ等に用いられる焦点検出装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に複数の焦点検出領域を備える焦点検出装置は、図３，４に示すような位相差検出
方式のものが知られている。図３は、従来の焦点検出装置の概略的な構成を示す斜視図、
図４は、図３に示す焦点検出装置９０を図のｙ軸方向から見た模式的な光路図である。被
写界からの光束は不図示の撮影レンズを介して視野マスク２０近傍に結像する。被写界か
らの光束のうち、ｘ軸方向に延びた矩形の視野開口２２を通る光束は、図４に示す主光線
ｒ２ａ，ｒ２ｂのように、コンデンサーレンズ３０のレンズ部３２を介し、撮影レンズの
射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４０の絞り開口４３，４４および再結像
光学系５０の再結像レンズ部５３，５４を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６０の
受光素子列６３，６４上に結像する。
【０００３】
そして、受光素子列６３，６４上に結像された一対の被写体像を光電変換することにより
、撮影レンズの焦点調節状態を検出することができる。つまり、撮影レンズの焦点調節状
態が、フィルム等価面上に鮮鋭像を結ぶ、いわゆる合焦時では、受光素子列６３，６４上
の一対の被写体像のそれぞれの位置は、前ピン状態と後ピン状態との間の所定の間隔で結
像する。また、撮影レンズの焦点調節状態がフィルム等価面よりも前方に鮮鋭像を結ぶ、
いわゆる前ピン状態のときには、受光素子列６３，６４上の一対の被写体像のそれぞれの
位置は、所定の間隔より短い第１の間隔で結像する。逆に、撮影レンズの焦点調節状態が
フィルム等価面よりも後方に鮮鋭像を結ぶ、いわゆる後ピン状態のときには、受光素子列
６３，６４上の一対の被写体像のそれぞれの位置は、所定の間隔より長い第２の間隔で結
像する。したがって、この一対の被写体像を受光素子列６３，６４で光電変換して電気信
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号に変え、例えば特開昭６０－３７５１３号公報に開示されたずれ量検出装置のように、
これらの電気信号から相関演算等を行うことにより一対の被写体像の相対位置ずれ量が求
まり、視野開口２２に対応する焦点検出領域での撮影レンズの焦点調節状態が検出される
。
【０００４】
また、被写界からの光束のうち視野マスク２０のｙ軸方向に延びた矩形の視野開口２１を
通る光束は、図４に示す主光線ｒ２ｃ，ｒ２ｄのように、コンデンサーレンズ３０のレン
ズ部３１を介し、絞りマスク４０の絞り開口４１，４２および再結像光学系５０の再結像
レンズ部５１，５２を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６０の受光素子列６１，６
２上に結像する。同様に、視野開口２３を通る光束は、図４に示す主光線ｒ２ｅ，ｒ２ｆ
のように、コンデンサーレンズ３０のレンズ部３３を介し、絞りマスク４０の絞り開口４
５，４６および再結像光学系５０の再結像レンズ部５５，５６を介して分割され、それぞ
れＣＣＤチップ６６の受光素子列６５，６６上に結像する。そして、受光素子列６１，６
２上の一対の被写体像により視野開口２１に、受光素子列６５，６６上の一対の被写体像
により視野開口２３に対応する光軸外の焦点検出領域での撮影レンズの焦点状態が検出さ
れる。
【０００５】
このようにして、複数の焦点検出領域の焦点検出を可能にしていた。
また、特開平２－５０１１５号公報では、撮影画面の対角線上に焦点検出領域を配置した
焦点検出装置が開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、撮影画面内に複数の焦点検出領域を設けると、受光素子列に一対の被写体
像を結像するための絞り開口と再結像レンズ部とが、一つの焦点検出領域に対してそれぞ
れ一対ずつ必要となる。また、ｘ軸方向に延びた矩形の視野開口２２による焦点検出領域
では、ｘ軸方向に輝度変化を持つ被写体に対しては焦点検出を行うことができず、ｙ軸方
向に延びた矩形の視野開口２１，２３による焦点検出領域では、ｙ軸方向に輝度変化を持
つ被写体に対しては焦点検出を行うことができなかった。
【０００７】
特開平２－５０１１５号公報では、焦点検出領域の数を増やしてより多くの位置で焦点検
出を行えるようにするために、撮影画面の対角線上にも焦点検出領域を配置しているが、
各焦点検出領域に対してそれぞれ一対の絞り開口と一対の再結像レンズ部とが必要となる
。また、クロス状の視野開口に対応する焦点検出領域では、二対ずつの絞りマスクと再結
像レンズ部が必要となり、焦点検出装置が大型化し、焦点検出光学系自体が複雑化すると
いう問題がある。
【０００８】
本発明の目的は、上記の従来の技術の欠点を解消し、焦点検出領域を多数備えているにも
かかわらず、焦点検出光学系の構成を簡素化し、すべての焦点検出領域で苦手とする被写
体を大幅に減らすことができる焦点検出装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１の発明は、撮影レンズ（１００）の予定結像面近傍
に配置されるとともに、第１および第２の焦点検出領域に対応した複数の視野開口（２０
１，２０２）を備える視野マスク（２００）と、視野マスク（２００）の複数の視野開口
（２０１，２０２）を透過した光束をそれぞれ集光する複数のレンズ部（３０１，３０２
）を備えるコンデンサーレンズ（３００）と、複数の視野開口（２０１，２０２）のそれ
ぞれを透過した光束を、撮影レンズ（１００）の射出瞳の異なる領域を透過した一対の光
束に分割する複数の絞り開口（４０１，４０２，４０３，４０４，４０５，４０６，４０
７，４０８）を備える絞りマスク（４００）と、複数の視野開口（２０１，２０２）の像
を受光手段（６００）上に結像させる複数の再結像レンズ部（５０１，５０２，５０３，
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５０４，５０５，５０６，５０７，５０８）を備える再結像光学系（５００）とを有する
焦点検出装置において、第１と第２の焦点検出領域の中心を結ぶ線上とは異なる位置に、
クロス状の視野開口（２０４）を持つ焦点検出領域をさらに有し、クロス状の視野開口（
２０４）のうちの一方の矩形の視野開口を透過する像は第１の焦点検出領域に対応した絞
り開口（４０１，４０４）と再結像レンズ部（５０１，５０４）を、他方の矩形の視野開
口を透過する像は第２の焦点検出領域に対応した絞り開口（４０６，４０８）と再結像レ
ンズ部（５０６，５０８）を用いることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、前記焦点検出領域は、すべてクロス状の視野開口を持つことを特徴
とする。
　請求項３の発明は、クロス状の視野開口（２０４）が前記第１および第２の焦点検出領
域に対応した視野開口（２０１，２０２）に対して傾斜した傾斜部を有することを特徴と
する。
　請求項４の発明は、撮影レンズ（１００）による像面内の互いに異なる位置に設定され
た第１から第３の焦点検出領域に対応した第１から第３の視野開口（２０１，２０１，２
０４）を備える視野マスク（２００）と、視野マスク（２００）より撮影レンズ（１００
）の像側に配置され、前記第１の視野開口（２０１）を通過した光束を前記撮影レンズ（
１００）の異なる領域を透過した一対の光束に分割する第１の絞り開口対（４０１，４０
２）と、第２の視野開口（２０１）を通過した光束を前記撮影レンズの異なる領域を透過
した一対の光束に分割する第２の絞り開口対（４０３，４０４）とを備える絞りマスク（
４００）と、絞りマスク（４００）より撮影レンズ（１００）の像側に配置され、第１の
絞り開口対（４０１，４０２）によって分割された一対の光束による像を受光手段（６０
０）上に結像させる第１の再結像レンズ対（５０１，５０２）と、第２の絞り開口対（４
０３，４０４）によって分割された一対の光束による像を受光手段（６００）上に結像さ
せる第２の再結像レンズ対（５０３，５０４）とを備える再結像光学系（５００）とを有
し、受光手段（６００）は、第１の絞り開口対（４０１，４０２）のうちの一方の開口（
４０１）および第１の再結像レンズ対（５０１，５０２）のうちの一方のレンズ（５０１
）を介して第３の視野開口（２０４）を通過した光束を受光する第１の受光部（６１５）
と、第２の絞り開口対（４０３，４０４）のうちの一方の開口（４０４）および第２の再
結像レンズ対（５０３，５０４）のうちの一方のレンズ（５０４）を介して第３の視野開
口（２０４）を通過した光束を受光する第２の受光部（６１６）とを備えることを特徴と
する。
　請求項５の発明は、第１の視野開口（２０１）と第２の視野開口（２０１）が互いに交
差して設けられ、第３の視野開口（２０４）が第１および第２の視野開口（２０１，２０
１）に対して傾斜していることを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明による焦点検出装置の概略的な構成を示す斜視図、図２は、ＣＣＤチップ
を被写体側から見た場合の正面図である。被写界からの光束は、撮影レンズ１００を介し
て視野マスク２００近傍に結像する。この視野マスク２００は複数の視野開口２０１，２
０２，２０３，２０４，２０５，２０６，２０７を有し、視野開口２０２は撮影画面中央
の焦点検出領域に対応し、視野開口２０１，２０３は撮影レンズ１００の光軸Ｌから外れ
た位置の焦点検出領域に対応し、視野開口２０４，２０５，２０６，２０７は視野開口２
０１，２０２，２０３に対応する焦点検出領域のうちの少なくとも２つの焦点検出領域の
中心を結ぶ線上とは異なる位置の焦点検出領域に対応する。コンデンサーレンズ３００は
、レンズ部３０１，３０２，３０３，３０４，３０５，３０６，３０７を有する。
【００１２】
視野開口２０１，２０２，２０３を透過する像について詳細に説明すると、被写界からの
光束のうち、視野開口２０２のｘ軸方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサ
ーレンズ３００のレンズ部３０２を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に
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配置された絞りマスク４００の絞り開口４０５，４０６および再結像光学系５００の再結
像レンズ部５０５，５０６を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列
６０５，６０６上に結像する。視野開口２０２のｙ軸方向に延びた矩形の開口部を通る光
束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０２を介し、撮影レンズ１００の射出瞳と
ほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の絞り開口４０７，４０８および再結像光
学系５００の再結像レンズ部５０７，５０８を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６
００の受光素子列６０７，６０８上に結像する。
【００１３】
また、被写界からの光束のうち、視野開口２０１のｘ軸方向に延びた矩形の開口部を通る
光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０１を介し、撮影レンズ１００の射出瞳
とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の絞り開口４０１，４０２および再結像
光学系５００の再結像レンズ部５０１，５０２を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ
６００の受光素子列６０１，６０２上に結像する。視野開口２０１のｙ軸方向に延びた矩
形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０１を介し、撮影レン
ズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の絞り開口４０３，４
０４および再結像光学系５００の再結像レンズ部５０３，５０４を介して分割され、それ
ぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６０３，６０４上に結像する。
【００１４】
　さらに、被写界からの光束のうち、視野開口２０１とは反対側の視野開口２０３のｘ軸
方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０３を
介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の絞り
開口４０９，４１０および再結像光学系５００の再結像レンズ部５０９，５１０を介して
分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６０９，６１０上に結像する。視野
開口２０３のｙ軸方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００の
レンズ部３０３を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマ
スク４００の絞り開口４１１，４１２および再結像光学系５００の再結像レンズ部５１１
，５１２を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６１１，６１２上
に結像する。
【００１５】
このように、視野開口２０１，２０２，２０３に対応する焦点検出領域は、それぞれ独自
の二対ずつ（クロス状の視野開口であるため）の絞り開口４０１，４０２，４０３，４０
４，４０５，４０６，４０７，４０８，４０９，４１０，４１１，４１２と再結像レンズ
部５０１，５０２，５０３，５０４，５０５，５０６，５０７，５０８，５０９，５１０
，５１１，５１２を用いている。
【００１６】
　視野開口２０４，２０５，２０６，２０７を透過する像について詳細に説明すると、被
写界からの光束のうち、視野開口２０４の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して円周方向に
延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０４を介し、
撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の視野開口２
０２に対応する絞り開口である絞り開口４０６，４０８および再結像光学系５００の視野
開口２０２に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５０６，５０８を介して分割
され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６２３，６２４上に結像する。視野開口
２０４の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して径方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、
コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０４を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共
役な位置に配置された絞りマスク４００の視野開口２０２とは異なる視野開口２０１に対
応する絞り開口である絞り開口４０１，４０４および再結像光学系５００の視野開口２０
２とは異なる視野開口２０１に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５０１，５
０４を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６１５，６１６上に結
像する。
【００１７】
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また、被写界からの光束のうち、視野開口２０５の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して円
周方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０５
を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の視
野開口２０２に対応する絞り開口である絞り開口４０６，４０７および再結像光学系５０
０の視野開口２０２に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５０６，５０７を介
して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６２１，６２２上に結像する。
視野開口２０５の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して径方向に延びた矩形の開口部を通る
光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０５を介し、撮影レンズ１００の射出瞳
とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の視野開口２０２とは異なる視野開口２
０１に対応する絞り開口である絞り開口４０１，４０３および再結像光学系５００の視野
開口２０２とは異なる視野開口２０１に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５
０１，５０３を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６１３，６１
４上に結像する。
【００１８】
さらに、被写界からの光束のうち、視野開口２０６の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して
円周方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０
６を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の
視野開口２０２に対応する絞り開口である絞り開口４０５，４０８および再結像光学系５
００の視野開口２０２に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５０５，５０８を
介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６１９，６２０上に結像する
。視野開口２０６の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して径方向に延びた矩形の開口部を通
る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０６を介し、撮影レンズ１００の射出
瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の視野開口２０２とは異なる視野開口
２０３に対応する絞り開口である絞り開口４１０，４１２および再結像光学系５００の視
野開口２０２とは異なる視野開口２０３に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部
５１０，５１２を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６２７，６
２８上に結像する。
【００１９】
さらにまた、被写界からの光束のうち、視野開口２０７の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対
して円周方向に延びた矩形の開口部を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部
３０７を介し、撮影レンズ１００の射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４０
０の視野開口２０２に対応する絞り開口である絞り開口４０５，４０７および再結像光学
系５００の視野開口２０２に対応する再結像レンズ部である再結像レンズ部５０５，５０
７を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６１７，６１８上に結像
する。視野開口２０７の撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して径方向に延びた矩形の開口部
を通る光束は、コンデンサーレンズ３００のレンズ部３０７を介し、撮影レンズ１００の
射出瞳とほぼ共役な位置に配置された絞りマスク４００の視野開口２０２とは異なる視野
開口２０３に対応する絞り開口である絞り開口４１０，４１１および再結像光学系５００
の視野開口２０２とは異なる視野開口２０３に対応する再結像レンズ部である再結像レン
ズ部５１０，５１１を介して分割され、それぞれＣＣＤチップ６００の受光素子列６２５
，６２６上に結像する。
【００２０】
　このように、視野開口２０４，２０５，２０６，２０７を透過する光束は、視野開口２
０１，２０２，２０３に対応する焦点検出領域に対応した絞り開口と再結像レンズ部を用
いている。図２において、視野開口と視野開口像との関係を説明する。視野開口２０１は
視野開口像７０１，７０２，７０３，７０４に、視野開口２０２は視野開口像７０５，７
０６，７０７，７０８に、視野開口２０３は視野開口像７０９，７１０，７１１，７１２
に、視野開口２０４は視野開口像７１５，７１６、７２３，７２４に、視野開口２０５は
視野開口像７１３，７１４，７２１，７２２に、視野開口２０６は視野開口像７１９，７
２０，７２７，７２８に、視野開口２０７は視野開口像７１７，７１８，７２５，７２６
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にそれぞれ対応する。
【００２１】
以上の構成では、例えば、絞りマスク４００の絞り開口４０５および再結像レンズ５００
のレンズ部５０５を、視野マスク２００の視野開口２０２，２０６および２０７で共用す
る。つまり、異なる視野開口からの光束でも、同一の絞り開口および再結像レンズ部を用
いている。したがって、焦点検出光学系の構成を大幅に簡素化することができる。
【００２２】
また、視野開口２０１，２０２，２０３に対応する焦点検出領域のうちの少なくとも２つ
の焦点検出領域の中心を結ぶ線上とは異なる位置に配置された焦点検出領域の絞り開口お
よび再結像レンズ部は、撮影レンズ１００の光軸Ｌに対して円周方向に延びた矩形と径方
向に延びた矩形とで、視野開口２０１，２０２，２０３のうちのそれぞれ異なる視野開口
に対応した絞り開口および再結像レンズ部を用いているので、すべての焦点検出領域でク
ロス状の焦点検出領域を構成でき、焦点検出に苦手とする被写体を大幅に減らすことがで
きる。
【００２３】
【発明の効果】
以上のように請求項１によれば、それぞれ独自の絞り開口と再結像レンズ部を用いる第１
と第２の焦点検出領域の中心を結ぶ線上とは異なる位置に、クロス状の視野開口を持つ焦
点検出領域を有し、クロス状の視野開口のうちの一方の矩形の視野開口を透過する像は第
１の焦点検出領域に対応した絞り開口と再結像レンズ部を、他方の矩形の視野開口を透過
する像は第２の焦点検出領域に対応した絞り開口と再結像レンズ部を用いるようにしたの
で、焦点検出光学系の構成要素が大幅に簡素化できる。
【００２４】
　また、請求項２によれば、請求項１の焦点検出装置において、すべての焦点検出領域を
クロス状の視野開口を持つようにしたので、焦点検出光学系の構成要素を増やすことなく
、焦点検出に苦手とする被写体を大幅に減らすことが可能となる。
　また、請求項３によれば、請求項１または２の焦点検出装置において、クロス状の視野
開口が第１および第２の焦点検出領域に対応した視野開口に対して傾斜した傾斜部を有す
るようにしたので、焦点検出に苦手とする被写体を大幅に減らすことが可能となる。
　また、請求項４によれば、受光手段が第１の絞り開口対のうちの一方の開口および第１
の再結像レンズ対のうちの一方のレンズを介して第３の視野開口を通過した光束を受光す
る第１の受光部と、第２の絞り開口対のうちの一方の開口および第２の再結像レンズ対の
うちの一方のレンズを介して第３の視野開口を通過した光束を受光する第２の受光部とを
備えるようにしたので、焦点検出光学系の構成要素が大幅に簡素化できる。
　また、請求項５によれば、請求項４の焦点検出装置において、第１の視野開口と第２の
視野開口が互いに交差して設けられ、第３の視野開口が第１および第２の視野開口に対し
て傾斜しているようにしたので、焦点検出に苦手とする被写体を大幅に減らすことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の焦点検出装置の概略的な構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の焦点検出装置におけるＣＣＤチップを示す正面図である。
【図３】従来の焦点検出装置の概略的な構成を示す斜視図である。
【図４】図３に示す焦点検出装置の模式的な光路図である。
【符号の説明】
２０，２００　視野マスク
２１～２３，２０１～２０７　視野開口
３０，３００　コンデンサーレンズ
３１～３３，３０１～３０７　コンデンサーレンズのレンズ部
４０，４００　絞りマスク
４１～４６，４０１～４１２　絞りマスクの絞り開口
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５０，５００　再結像光学系
５１～５６，５０１～５１２　再結像光学系の再結像レンズ部
６０，６００　ＣＣＤチップ
６１～６６，６０１～６２８　受光素子列
７０１～７２８　視野開口像
９０，９００　焦点検出装置
１００　撮影レンズ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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